
下記に該当されますか？
該当される手続きの□にチェックをお願いします。 手続き 必要なもの オンライン

申請 担当

住
所
戸
籍

□ すべての方 ・出生届連絡カード記入
 ※新聞・広報への掲載希望の確認

・出生届 市民課

□ ・住民票の登録 ・出生届

□ ・住民票コード通知書の交付 ・出生届

□ ・出生届出済証明
 ※母子手帳に出生届があったことを証明し
  ます。

・母子健康手帳

□ お子さんのマイナンバーカードを申請
される方

・出生届と同時にマイナンバーカード（顔写
 真なし）交付申請
 ※特急発行制度（乳幼児１歳未満に限る）
  約１週間後、簡易書留郵便で届く

・出生届

□ ・出生届と同時にマイナンバーカード交付申
 請をしない場合、後日、申請案内が郵便で
 届く

個人番号カード交
付申請書に記載の
QRコード

保
険
年
金

□ お子さんが国民健康保険に加入する方 ・国民健康保険の加入（出生後14日以内）
（健康保険の資格確認書の発行）

□ 出産した方が国民健康保険の方 ・出産育児一時金の支給申請
 ※直接支払制度を利用しない方又は直接支
  払制度を利用し、出産費用が出産一時金
  の額を下回った方

・世帯主または出産者の口座番号
 がわかるもの
・直接支払制度合意文書（医療機
 関）の写し
・出産費用の領収書・明細書

□ ・産前産後期間の保険料軽減届出 ・母子健康手帳など
・世帯主及び出産する（した）方
 の個人番号のわかるもの（マイ
 ナンバーカード等）

□ 出産した方が国民健康保険以外の方 上記と同様の制度があります。
手続きの方法は、加入している健康保険の担当者にお問い合わせください。

健康
保険の
加入先

□ 出産した方が国民年金保険第１号被保
険者の方

・国民年金保険料産前産後免除該当届申請

 ※申請された場合、国民年金保険料が一定
  期間免除されます。

・出産日、身分関係および単胎・
 多胎を確認できる書類１点（母
 子健康手帳など）
 ※出産前に届け出の場合は、上
  記に加えて医療機関が発行し
  た出産の予定日等の証明書

市民課

こ
ど
も

□ すべての方 ・出生連絡票の提出 ・出生連絡票（ハガキ）

ハガキの二次元
コードからも提出
可能

福光保
健セン
ター

□ 児童手当を請求する方 ・児童手当の申請
 ※出生の翌日から起算して１５日以内
 ※公務員の方は職場で申請

・父母の個人番号のわかるもの
（マイナンバーカード等）
・請求者の預金通帳
・請求者の保険情報のわかるもの

こども
課

□ こども医療費助成を申請する方 ・子ども医療費受給資格登録申請
 （受給資格証交付）
 ※出生の翌日から起算して１５日以内

・お子さんの加入される保険情報
 のわかるもの

こども
課

□ ひとり親家庭等に該当する方 ・児童扶養手当の申請
 ひとり親家庭等医療助成（ひとり親家庭等
 受給資格証交付）

こども課（0763-23-2010）まで
ご相談ください

こども
課

□ 保育園入園申込の方と
上のお子さんが保育園に在園中の方

・入園申込
・変更届

こども課（0763-23-2010）まで
ご相談ください

こども
課

そ
の
他

□ 市営住宅に入居している方 ・市営住宅同居親族異動届 市営住宅
・異動者の個人番号を記載されな 
 い場合、住民票又は戸籍謄本
（親族関係のわかるもの）

都市整
備課

各市民センターでも
手続きができます！
（※福光市民センターは
一部異なります）

富山県電子申請サービス
「HARP（ハープ）」か
らオンライン申請ができ
ます！

マイナポータル
「ぴったりサービス」
からオンライン申請がで
きます！



南砺市役所         
  住      所：南砺市荒木1550番地
 電話番号：0763-23-2003（代表）

関連部署

 市民課・こども課（南砺市役所 本館１階）

 都市整備課（南砺市役所 本館２階）

    福光保健センター（南砺市梅野2007-5 南砺中央病院３階）

 健康課・福祉課（南砺市北川166-1 南砺市地域包括ケアセンター内）

 

 

 

手続チェックシート

出生

出生届　

お子さまが生まれたら14日以内に届出してください。

《届出に必要なもの》

・医師・助産師等が作成した出生証明書付き出生届
・母子健康手帳

　
※出生届は、他市町村にも提出できますが、南砺市に住民登録し
ている場合、各手続きは南砺市で行っていただく必要があります。

本人確認書類
　手続きの際は本人確認をいたします。
　本人確認の書類の提示をお願いいたします。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　<官公署が発行した、顔写真付きで
　　　　　　　　　　身分を証明できるもの>

　　　　　　　　　　　 マイナンバーカード　運転免許証
　　　　
　　　そのほか
　　　　・在留カード　・障害者手帳　・パスポート　
　　　　・官公署発行の顔写真付きの免許証、資格証など

　　　　　　　   ・健康保険の資格確認書
　　　　　　　　・介護保険証
　　　　　　　　・医療受給者証
　　　　　　　　・年金手帳　　・年金証書
　　　　　　　　・学生証、社員証（顔写真付き）など

１点で
本人確認

できるもの

確認に

２点が
必要なもの

代理人が手続きするときは
１．代理人として来られた方について本人確認をいたし
　　ます。
２．手続きができるかどうかは、対象者との関係や委任
　　状等により確認させていただきます。手続きの種類
　　によっては、代理人不可のものがあります。
３．番号制度の対象手続きの場合は、手続きの対象とな
　　る方のマイナンバー（個人番号）をご提示いただき
　　ます。

窓口受付時間：９時∼16時
（土曜・日曜・祝日、国民の休日、12/29∼1/3はお休みです）

南砺市公式ホーム
ページ
http://www.city.na
nto.toyama.jp

南砺市子育てガイド
ブック「すこやか」南
砺市で子育てされる方
を応援する様々な情報
を公開しています！

市公式LINEではごみの
出し方、水道の手続き
など、暮らしに役立つ
情報をお届けしていま
す。
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